
■
７
月
請
求
分
の
水
道
料
金
を
免

除
し
ま
す

　

７
月
請
求
分
の
水
道
料
金
と
下

水
道
使
用
料
の
全
額
を
全
世
帯
対

象
に
減
免
し
ま
す
。(

手
続
き
不

要)

　

８
月
請
求
分
は
、
被
災
さ
れ
た

世
帯
や
事
業
所
な
ど
を
対
象
に
減

免
措
置
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
決

ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ　

市
水
道
局
上
水
道
課

■
下
水
道
を
利
用
す
る
皆
さ
ん
へ

お
願
い
で
す

　

令
和
２
年
７
月
豪
雨
で
、
下
水

道
施
設
が
被
災
し
た
た
め
、
復
旧

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

下
水
道
に
「
油
を
流
さ
な
い
」

「
洗
剤
は
適
量
を
使
う
」
な
ど
環

境
へ
の
負
荷
が
か
か
ら
な
い
利
用

と
、
下
水
道
へ
の
排
水
量
の
削
減

に
つ
な
が
る
節
水
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。
ご
理
解
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

問
合
せ　

市
下
水
道
課
庶
務
係
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▲Android

防災行政無線の内容を確認できますす

　令和２年７月豪雨に関する人吉市の情報などをま
とめたサイト『すまっぽん！』を作成しました。
次の二次元コードからダウンロードしてご活用くだ
さい。

豪雨災害に関する人吉市情報サイト『すまっぽん !』

◀こちらから

▲ iPhone

令
和
２
年
７
月
豪
雨
で
浸
水
被
害
を
受
け
た

人
吉
浄
水
苑
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

市
の
下
水
処
理
に
関
し
て
、
ご

不
便
、
ご
心
配
を
お
掛
け
し
て
い

ま
す
。
下
水
処
理
場
の
現
況
や
下

水
道
の
使
用
で
気
を
付
け
る
ポ
イ

ン
ト
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

〈
経
過
〉

①
７
月
４
日
㈯　

早
朝
の
球
磨
川

氾
濫
で
、
下
水
処
理
場
（
人
吉

浄
水
苑
）
が
冠
水
し
、
施
設
や

設
備
が
被
災
し
ま
し
た
。

②
７
月
10
日
㈮　

国
土
交
通
省
の

排
水
ポ
ン
プ
車
の
作
業
で
、
人

吉
浄
水
苑
の
冠
水
が
解
消
さ
れ

ま
し
た
。

被災の状況（7月４日時点）

▶
浸
水
し
た
下
水
処
理
場

（
人
吉
浄
水
苑
）

１
．
台
所
ご
み
を
流
さ
な
い
！

　

野
菜
く
ず
や
ご
み
な
ど
を
流
す

と
、
管
が
詰
ま
っ
た
り
、
処
理
場

で
の
汚
泥
処
理
な
ど
に
大
き
な
負

担
が
か
か
り
ま
す
。

２
．
て
ん
ぷ
ら
油
は
生
ご
み
！

　

料
理
用
油
は
紙
な
ど
で
拭
き

取
っ
て
ご
み
と
一
緒
に
出
し
て
く

だ
さ
い
。
下
水
道
へ
流
す
と
、
詰

ま
り
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

３
．
危
険
物
は
流
さ
な
い
！

　

ガ
ソ
リ
ン
や
シ
ン
ナ
ー
、
石
油

な
ど
は
気
化
し
て
爆
発
な
ど
の
原

因
と
な
り
危
険
で
す
。
絶
対
に
流

さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

４
．
マ
ン
ホ
ー
ル
に
物
を
捨
て
な

い
で
！

　

マ
ン
ホ
ー
ル
は
下
水
管
の
点
検

や
汚
水
を
流
下
さ
せ
る
大
切
な
働

き
を
し
ま
す
。
砕
石
や
ご
み
な
ど

は
捨
て
な
い
で
く
だ
さ
い
。
損
傷

の
原
因
と
な
り
ま
す
。

５
．
有
害
な
化
学
物
質
は
流
さ
な

い
！

　

水
銀
・
殺
虫
剤
・
農
薬
な
ど
有

害
な
物
質
は
決
し
て
流
さ
な
い
で

く
だ
さ
い
。

下
水
道
の
使
用
で
気
を
付
け
る

５
つ
の
ポ
イ
ン
ト

■
児
童
扶
養
手
当
は
現
況
届
提
出

後
に
随
時
支
給
し
ま
す

　

毎
年
8
月
が
提
出
月
に
な
っ

て
い
る
児
童
扶
養
手
当
現
況
届

は
、
被
災
し
提
出
が
困
難
な
人
の

場
合
、
期
限
ま
で
に
提
出
で
き
な

く
て
も
支
給
停
止
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
提
出
後
、
認
定
が
で
き
次
第

該
当
さ
れ
る
人
に
は
、
随
時
支
給

し
ま
す
。
６
月
末
に
一
部
支
給
停

止
除
外
届
の
通
知
が
届
い
た
人

は
、
現
況
届
と
併
せ
て
必
ず
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
が
な
い
場

合
は
、手
当
が
半
額
に
な
り
ま
す
。

（
一
部
支
給
停
止
除
外
届
は
、
対

象
者
の
み
送
付
）

■
災
害
で
避
難
し
て
い
る
人
は
、

現
在
の
生
活
拠
点
（
避
難
先
）
を

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

※
届
出
は
、
市
福
祉
課
（
西
間
↖

上
・
下
水
道

市ホームページから
ボランティア情報まで

　RKKテレビのデータ放送サービス「デタポン」は、
文字で放送内容を確認できます。アプリを活用すれ
ば、スマートフォンでも無料でご覧いただけます。

問合せ　防災安全課防災安全係

別
館
１
階
）
に
用
意
し
て
い
ま

す
。

問
合
せ　

福
祉
課
児
童
福
祉
係

豪雨災害に伴う
重要なお知らせ税

・
保
険

■
市
税
な
ど
の
申
告
・
納
付
書
の

納
期
限
を
延
長
し
ま
す

　

７
月
４
日
〜
９
月
29
日
の
間
に

納
期
限
と
な
る
次
の
対
象
税
目
・

保
険
料
の
納
期
限
を
９
月
30
日
㈬

ま
で
延
長
し
ま
す
。　

※
市
税
の
申
告
、
申
請
、
請
求
、

そ
の
他
書
類
の
提
出
（
不
服
申

し
立
て
な
ど
は
除
く
）
が
困
難

な
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
同
期

限
ま
で
延
長
し
ま
す
。

対
象
税
目
・
保
険
料　

個
人
住
民

税
、固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
、

国
民
健
康
保
険
税
、介
護
保
険
料
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

※
納
期
限
延
長
に
関
す
る
こ
と
は

税
務
課
へ
。
納
税
に
関
す
る
こ

と
は
納
税
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
税
務
課
、
市
納
税
課

納
税
係

■
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
を
延
長
し
ま
す

　

新
し
い
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
を
毎
年
７
月
に
送
付
し
て
い

ま
す
が
、
豪
雨
災
害
の
影
響
で
発

送
が
困
難
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者

証
で
医
療
機
関
を
受
診
で
き
る
よ

う
、
有
効
期
限
を
延
長
し
ま
す
。

有
効
期
限

10
月
31
日
㈯

■
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
は
手

続
き
が
必
要
で
す

　

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
は
期

限
を
延
長
し
ま
せ
ん
の
で
、
８
月

以
降
に
認
定
証
が
必
要
な
人
は
、

８
月
中
に
再
度
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
に
は
印
鑑
と
保
険
証
が

必
要
で
す
。

問
合
せ　

市
保
険
年
金
課
国
保
年

金
係

医
療
・
介
護
関
連

■
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

が
な
く
て
も
受
診
で
き
ま
す

　

新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
を
毎
年
７
月
に
送
付
し
て

い
ま
し
た
が
、
豪
雨
災
害
の
影
響

で
発
送
が
遅
れ
ま
す
。そ
の
た
め
、

新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
く
ま
で

は
、
被
保
険
者
証
な
し
で
も
受
診

で
き
ま
す
。
７
月
に
期
限
の
切
れ

た
被
保
険
者
証
（
オ
レ
ン
ジ
色
）

を
お
持
ち
の
人
は
確
認
の
た
め
、

受
診
時
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
も
発
送
が
遅
れ
ま
す

　

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
も
、
新
し
い
被
保
険
者

証
を
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
者
証

に
同
封
す
る
予
定
で
す
。
そ
れ
ま

で
は
、
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者

証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
新
規

申
請
の
人
は
、
印
鑑
を
持
っ
て
窓

口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
保
険
年
金
課
後
期
高

齢
者
医
療
係

■
病
院
の
受
診
や
介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
で
の
支
払
い
は
不
要
で
す

　

被
災
者
は
、
医
療
機
関
や
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
窓
口
で
申
告

す
る
と
、
医
療
保
険
の
窓
口
負
担

※
県
外
の
医
療
機
関
な
ど
で
も
同

じ
よ
う
に
受
診
で
き
ま
す
。

※
入
院
や
入
所
時
の
食
費
・
居
住

費
な
ど
は
支
払
い
が
必
要
で

す
。

問
合
せ　

医
療
保
険
に
つ
い
て　

市
保
険
年
金
課
国
保
年
金
係
・
後

期
高
齢
者
医
療
係
、
介
護
保
険
に

つ
い
て　

市
高
齢
者
支
援
課
介
護

保
険
係

児
童
扶
養
手
当

や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
の
支

払
い
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

対
象
者　

市
内
に
住
ん
で
い
る
人

で
次
の
保
険
に
加
入
し
、
①
〜
⑤

の
条
件
の
ど
れ
か
に
当
て
は
ま
る

人〈
対
象
の
保
険
〉

国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
県

医
師
国
保
組
合
、
県
歯
科
医
師
国

保
組
合
、
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
、
全
国
健
康
保
険
協
会

※
そ
の
他
の
保
険
も
免
除
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

各
保
険
者
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

〈
対
象
と
な
る
条
件
〉

①
住
家
の
全
半
壊
、
全
半
焼
、
床

上
浸
水
ま
た
は
、
こ
れ
に
準
ず

る
被
災
を
さ
れ
た
人
（
罹り

さ
い災

証

明
書
の
提
示
不
要
）

②
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
さ

れ
た
人
・
重
篤
な
傷
病
を
負
わ

れ
た
人

③
主
た
る
生
計
維
持
者
の
行
方
が

不
明
で
あ
る
人

④
主
た
る
生
計
維
持
者
が
業
務
を

廃
止
・
休
止
さ
れ
た
人

⑤
主
た
る
生
計
維
持
者
が
失
職

し
、
現
在
収
入
が
な
い
人

適
用
期
限

10
月
31
日
㈯

※
窓
口
で
の
申
告
内
容
は
、後
日
、

保
険
者
か
ら
確
認
を
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
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